
2026年1月号
Vol.394広報なんかん緑にいきづく関所の里 1011

e-tax はじめてみませんか？

その1 その2
令和8年4月1日から「自転車青切符制度」が導入されます!令和8年4月1日から「自転車青切符制度」が導入されます!

16歳以上の自転車利用者も交通ルール違反で“青切符”対象に！
　自転車は「軽車両」として道路交通法の適用を受ける“車の仲間”です。
　近年、スマートフォン操作や信号無視などによる事故が全国的に増加しています。
　これを受け、令和8年4月1日から16歳以上の自転車運転者にも「交通反則通告制度（青切符）」が導入さ
れます。
　違反をした場合は、警察官から反則切符を交付され、反則金を納付する必要があります。
主な違反と反則金

違反内容 反則金
携帯電話を操作しながら運転 12,000円

一時不停止 5,000円
夜間の無灯火 5,000円

車道の右側通行・歩道の通行 6,000円
安全運転のポイント
◦車道は左側通行、歩道は歩行者優先　◦夜間はライトを点灯　◦飲酒・酒気帯び運転は禁止
◦ヘルメットの着用を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問 玉名警察署 交通安全課　☎74-0110

ひとり暮らし高齢者等見守りネットワーク

『なんかん見守りネット』
見守りネットワークとは

　高齢者や障がいを持った人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるように、町及び関係機関、協力
事業者等が相互に連携を図り、地域全体でひとり暮らし高齢者や障がいを持った人を見守るネットワークです。
　日常のちょっとした変化に気づく体制を整えることで孤立死や消費者被害、徘徊高齢者の早期発見等につなげるこ
とを目的としています。

見守りの対象者
　町内に居住するひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯に属する人、徘徊し又は徘徊の恐れのある認知症の高齢
者、障がい者といった要援護者が対象となります。

協力団体・協力事業者の主な活動
　日常の業務や訪問時等に以下の例に該当するような変化に気づいた場合に、速やかに役場福祉課まで連絡（情報
提供)をしていただきます。また、警察から行方不明者（徘徊高齢者等）の情報提供があった場合には、FAXなどを通
じて捜索活動への協力を依頼します。
　主な気づきの例
　◦ポストに郵便物が大量に溜まっている。　 　 ◦新聞受けに数日分の新聞が溜まっている。
　◦洗濯物が何日も干しっぱなしになっている。　◦電気が昼間もついたまま、あるいは夜になっても電気がつかない。
　◦家の中から異臭が漂ってくる。　　　　　　◦窓口によく来られていた方が最近まったく来ない。
　◦認知症と思われる高齢者が一人で歩いている。 など
　　（備考）緊急を要すると判断した場合には、警察や消防署等に通報できます。  問 福祉課 福祉係　☎57-8503

見守りネットワークイメージ図

高齢者、障がい者等の
要援護者

協力事業者
●新聞配達事業所
●ガス・水道関係事業所
●郵便局
●介護サービス事業所
●バス・タクシー事業所　等

協力団体
●区長会
●民生児童委員協議会
●老人クラブ連合会
●身体障害者福祉協議会
●精神障害者家族会

南関町社会福祉協議会 南関町役場

関係機関
●警察署　●消防署　●保健所
●地域振興局　●医療機関　等
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